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       第１章     総則 

第１条 本連盟は東日本学生サイクリング連盟（East－Japan Student Cycling        

Association）と称す。 

第２条 本連盟は、サイクリング活動を通じて、各大学の交流を深め、学生サイクリング

の発展に寄与すると共に、大学生としての人間形成に努めることを目的とする。 

第３条 本連盟は、第２条の目的に賛同する東日本地区の各大学のサイクリングクラブ

（部）を持って構成する。 

第４条 本連盟は、日本サイクリング協会（JCA）の構成団体である。 

 

第２章     事業 

第５条 本連盟は第２条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 

１． 加盟校の相互連絡と情報交換 

２． ラリー、RTT等の開催 

３． サイクリングに関する研究会の開催 

４． 機関紙等刊行物の発行 

５． 関係団体との相互連絡と情報交換 

６． 大学サイクリングクラブの加盟促進 

７． その他第２条を満たすために必要な事業 

 

第３章 組織 

第６条 本連盟は、前条の事業を行うために、次の組織を設置し運営する。 

１． 総会 

２． 理事局（理事校） 

３． 各局（事務、機材、資料、印刷） 

４． 各種担当校 

５． 各種委員会 

第４章 総会 

第７条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、原則として１ヶ月に１度理事長により召 



集されるものとする。 

第８条 総会の各加盟校の代表は原則として正理事、副理事とする。 

（但し、傍聴は自由である） 

第９条 １２月は特別総会とし、各加盟校の執行部の出席により、次のことを行う。 

１． 当年度事業報告 

２． 来年度事業計画、および予算の立案 

３． 連盟運営の反省と提言 

４． その他重要事項 

第１０条 総会の議長はその席上において理事長が任命する。 

第１１条 総会の成立は、正加盟校の４分の３以上の出席とし、議決は出席正加盟校の３分

の２以上とする。但し、あらかじめ書面をもって意思表示があった場合には出席

とみなし、総会の決定に委任するものとする。（書状は総会前日までに理事長に届

かなければならない） 

第１２条 総会の議決は各正加盟校単位をもって１票とする。 

 

第５章 理事局（理事校） 

第１３条 理事局（理事校）は、次の業務を行う。 

１． 加盟校および関係団体との連絡調整 

２． 総会への協力 

３． 会計業務 

４． その他連盟全般にかかわる業務 

第１４条 理事局（理事校）は、次の役員をもって構成する。 

１．理事長      １名 

２．副理事長     ２名以内 

３．書記       ２名以内 

４．会計       ２名以内 

第１５条 理事局（理事校）の役員の任期は１月１日から１２月３１日までとする。 

第１６条 理事局（理事校）は、１２月総会までに任命され再選を妨げない。 

第６章 事務局 

第１７条 事務局は次の業務を行う。 



１． JCAへの連盟の活動報告 

２． JCA事業委託金の申請 

３． その他 JCAとの連絡調整 

４． 保険の加入、会員証の発行、更新の手続 

５． 加入者名簿の作成 

６． 保険カードの発行 

７． その他保険関係業務 

第１８条 事務局は次の役員をもって構成する。 

１．事務局長     １名 

２．副事務局長    １名（省略可） 

３．庶務       若干名（省略可） 

第１９条 事務局の任期は１年とし、役員の任期は１月１日から１２月３１日までとする。 

第２０条 事務局は１２月総会までに任命され再任を妨げない。 

 

第７章 機材局 

第２１条 機材局は次の業務を行う。 

１． 機材の保管、貸し出し 

２． 機材の購入、処分 

３． 機材保管リストの作成 

４． その他機材局関連業務 

第２２条 機材局は次の役員をもって構成する。 

１．機材局長     １名 

２．副機材局長    １名（省略可） 

３．庶務       若干名（省略可） 

第２３条 機材局の任期は１年とし、役員の任期は１月１日から１２月３１日までとする。 

第２４条 機材局は、１２月総会までに任命され、再選を妨げない。 

 

第８章 資料局 

第２５条 資料局は次の業務を行う。 

１． 資料の保存、管理 



２． 資料の貸し出し 

３． 資料のリスト作成 

４． 資料、マニュアル等の提出要請 

５． その他の資料局関係業務 

第２６条 資料局は次の役員をもって構成する。 

１．資料局長     １名 

２．副資料局長    １名（省略可） 

３．庶務       若干名（省略可） 

第２７条 資料局の任期は１年とし、役員の任期は１月１日から１２月３１日までとする。 

第２８条 資料局は、１２月総会までに任命され、再選を妨げない。 

 

第９章 印刷局 

第２９条 印刷局は次の業務を行う 

１． 総会前、後の配布物の郵送手続 

２． 総会欠席校の総会時配布物の郵送 

３． 本部、執行部名簿の作成及び配布 

４． その他印刷局関連業務 

第３０条 印刷局は次の役員をもって構成する。 

       １．印刷局長     １名 

       ２．副印刷局長    １名（省略可） 

       ３．庶務       若干名（省略可） 

第３１条 印刷局の任期は１年とし、役員の任期は１月１日から１２月３１日までとする。 

第３２条 印刷局は、１２月総会までに任命され、再選を妨げない。 

 

第１０章 担当校 

第３３条 第５条の事業を達成する為に必要な場合には、各事業ごとに担当校を置くことが

できる。担当校は、別に定めるものとする。 

１． ラリー 

２． サイクル O.L. 

３． R.T.T. 



４． その他 

 

第１１章 委員会 

第３４条 第５条の事業を達成する為に、以下のものを設置する。 

１． 企画委員会 

２． FO・CM委員会 

３． 広報委員会 

 

第１２章 理事 

第３５条 各加盟校は、正理事を１名、副理事を１名以上選出しなければならない。但し、  

正理事は原則として前年度副理事がなることとする. 

第３６条 理事は総会に参加しなければならない。但し、参加できない事情があるときは、

代理人の参加を認める。また、代理人も参加できない場合には、総会の前日まで

に理事長に通告しなければならない。 

第３７条 理事は、名簿の住所等変更があった場合、直ちに訂正しなければならない。また、

各種手続は、速やかに遂行しなければならない。 

第３８条 正理事、副理事は原則として第３４条に定める委員会に所属しなければならない。 

第３９条 理事の任期は１月１日から１２月３１日までとする。その間の解任は原則として

は認めない。 

 

第１３章 会員 

第４０条 会員は本連盟が発行する刊行物を優先的に受け取ることができるとともに、サイ

クリングに関する諸連盟行事に優先的に参加できる。 

第４１条 連盟所定の保険へ未加入の者は、原則として連盟行事への参加を認めない。但し、

未加入者であっても特別参加が認められた者は、主管所定の保険に加入すること

を義務付ける. 

第４２条 加盟校においては、ESCA 総会後、全クラブ員に対する連絡徹底の為にミーティ

ングを開くことを義務付ける。 

 

第１４章 加盟･準加盟並びに脱退･除名 



    （準加盟） 

第４３条 新規に本連盟の会員になる意志のある大学サイクリングクラブ（部）は、所定の

期限までに理事長にその旨を通告し、総会において第１１条に基づく承認を得て

準加盟とする。なお、その後速やかに以下の手続を遂行しなければならない。 

１． ＪＣＡ地方協会において本連盟と同一の保険に加入し、地方協会においてＪ

ＣＡ会員証の発行をうける 

２． 連盟費を理事局（理事校）に納める 

３． 以上の手続は、承認を得てから１４日以内に行わなければならない。遅れた

ときは、その登録を取り消されることがある 

第４４条 準加盟校は総会において発言権はあるが議決権を持たない 

第４５条 準加盟期間は１年以内を原則とする.また、準加盟校は１１月総会において「正加

盟申請」をし、第１１条に基づく承認により正加盟校となる。 

第４６条 正加盟校においては、原則として脱退除名の後１年以内に準加盟になることが出

来ない。但し、理事局（理事校）が認めた場合はこの限りではない。この場合、

特例措置として第１１条に基づく承認ではなく、出席加盟校中４分の３以上の承

認を必要とする。 

    （正加盟） 

第４７条 正加盟校は翌年も引き続き正加盟であるためには、所定の期限までに加盟申請書

を理事長宛てに提出しなければならない。 

第４８条 総会は、加盟校に対し、次のような行為があった場合には除名勧告をすることが

できる。 

１． 連盟行事に参加の熱意が無く、これ以上活動を共にすることが不可能である

と認められた場合 

２． 連盟の行動･名誉を著しく侵害するような行為があった場合 

３． その他、総会において認められた事項に著しく反した場合 

第４９条 理事局（理事校）は、加盟校に対し次のような行為があった場合には除名勧告を

出すことができる。 

１． 連盟費を滞納した場合 

２． 総会を無断で欠席、遅刻、早退した場合 

第５０条 同一年度内に除名勧告を３度受けたクラブは、その事実をもって除名する。 



第５１条 除名勧告を受けたクラブは、クラブの主将名義で改善案を次回総会に提出しなけ

ればならない。これを怠ったクラブはその事実をもって除名する。 

第５２条 脱退については、脱退理由を理事長に提出するものとする。 

 

第１５章 会計 

第５３条 本連盟の会計は、次の通りとする。 

１． 連盟費 

２． 本連盟の目的、事業に賛同するものの援助及び寄付 

３． 本連盟の会計年度は１月１日より１２月３１日までとする 

第５４条 連盟費は正加盟校の加盟員１名につき２０５０円、準加盟校の加盟員１名につき

１０３０円とする。 

第５５条 本連盟の行事において赤字が出た場合には、可能な限り援助し、不可能な場合に

は総会の議決によって善処する。 

第５６条 本連盟の会計監査は、前年度理事局（理事校）が行う。 

第５７条 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後に理事局（理事校）が作成し、収支決算

書を次年度の４月総会までに提出し、第１１条に基づく議決をもって承認されな

ければならない。 

 

第１６章 役員の罷免 

第５８条 理事長･事務局長などの役員がその職務を遂行することが不可能になった場合、あ

るいは不可能と認められた場合、総会は第１１条に基づく議決をもって当該の役

員を罷免することができる。なお、罷免後の役員選出については、新役員を各加

盟校に通知し総会において第１１条に基づく議決をもって承認されなければなら

ない。 

 

第１７章 規約の改正 

第５９条 本規約は、第１１条に基づく議決をもって改正することができる。 

 

第１８章 付則 

（１） 覚書は、次の通りとする。 



（イ） 総会で議決されたもののうち覚書とする必要が認められるものについては、連盟員

の申し出により第１１条に基づく議決によって覚書とする。 

（ロ） 覚書は、その効力をその年度内とする。但し、次年度の最初の総会で必要とされる

ものについては、（イ）より再度議決、修正するものとする 

（２）この規約は平成１６年５月８日をもって改定した。 

 


